
１　法定検査事業 （参照資料1）

　　　 令和2年度法定検査実施基数 66,259基   　　　　 

　　　（７条検査 1766基、１１条検査 64,493基）　　

基数 割合 基数 割合 基数 割合

７条 1,544 74.3% 507 24.4% 27 1.3%

１１条 40,729 65.4% 15,802 25.4% 5,772 9.3%

計 42,273 ― 16,309 ― 5,799 ―

７条 1,295 72.1% 471 26.2% 30 1.7%

１１条 40,759 64.1% 17,528 27.6% 5,251 8.3%

計 42,054 ― 17,999 ― 5,281 ―

７条 1,087 61.6% 652 36.9% 27 1.5%

１１条 39,499 61.2% 19,620 30.4% 5,374 8.3%

計 40,586 ― 20,272 ― 5,401 ―

３　法定検査の拒否者対策事業 （参照資料2）

　　　また、弁護士事務所を活用した未収金回収に取組み、請求額の約50％を回収することが

不適正
年　度 検　査 検査実施基数

適　正 概ね適正

        以下、当協会が実施した主な事業について報告します。

64,381

　　できました。

〈参考〉判定内訳

　　　　平成31年度は新たな拒否者157件に対し141件については、協会から受検勧奨の案内を行い、

30

2,078

65,334

　　　行うとともに、浄化槽管理士研修会の開催に向けての協議等を行った。

1,796

　　　16件については、直接、行政機関が指導した結果、令和3年3月末で58件の検査依頼があった。

66,259

62,303
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31

1,766

63,538

２　行政機関との連携事業

4 　単独浄化槽から合併浄化槽への転換促進事業　　（参照資料3）

　　　　行政機関と連携して単独浄化槽から合併浄化槽への転換促進を促すチラシを作成の上、

　　　単独浄化槽管理者へ配付することにより啓発を行った。

64,493

　　　　法定検査の拒否者対策、単独浄化槽から合併浄化槽への転換促進などについて行政機関と連携して

　　　　令 和 2 年 度 事 業 報 告　　　　　

　　　当協会が把握している浄化槽設置届出基数は、令和2年度末で  76,898 基で、このうち

　　法定検査の拒否や休止浄化槽などを除いた検査対象基数は  66,259基であり、その全てにつ

　　いて検査を実施しました。

　　　その他の事業では、本所事務所の移転・新築に向けて、農地転用許可等の所要の手続きや

　　　当協会の主たる事業である法定検査は、令和2年度において、浄化槽法第７条に基づく

　　浄化槽新設後の水質検査（以下「７条検査」という。）と同法第１１条に基づく定期検査（以

　　下「１１条検査」という。）を合わせて  66,259基実施しました。

　　建物の基本・実施設計を終えております。
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　　　　更新期限が到来する会員（26社）に対し、更新洩れとならないよう浄化槽保守点検業登

　　　録有効期限を通知した。

　　　保証登録件数　：　97１件

7　検査手数料の未収金対策事業（参照資料4）

　　　佐世保市及び各会員へ提出した。

　　　　令和2年度の研修会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止した。

8　検査技術の向上事業

9　検査結果の解析による地域への還元事業

　　　　なお、県北地区で開催予定であった意見交換会は、新型コロナウイルス感染拡大防止

　　　のため中止とした。

　　　　未収金回収について、令和2年度より弁護士事務所と契約し、弁護士名による催告を発送した。

　　　　令和2年度の研修会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止となった。

　　　　また、クオカードの活用等により検査手数料の口座振替を促進した結果、令和2年度で569件の

　　　申請があった。（平成31年度実績276件）

　　　　（令和3年3月末現在）

　　　業務を行った。　

6　全浄連浄化槽機能保証制度登録業務　

　　 　（一社）全国浄化槽団体連合会の浄化槽機能保証制度事業に関する受付・登録済証の交付

     ②　浄化槽保守点検業登録更新に関する情報の事前提供

　　　　318件1,824,000円の請求に対し、111件900,800円の入金があり、49％の回収ができた。

　　　　　（注）　対馬市での講習会の主催は、対馬保健所である。

5　浄化槽協会会員との連携事業

      ①　浄化槽協会会員を対象にした講習会や意見交換会の開催

　 　　   当協会の会員との連携強化を図るため、下記のとおり講習会を開催した。

     ①　九州地区指定検査機関協議会が開催する研修会へ参加  （長崎市）

     ③　全国浄化槽技術研究集会へ参加　（大阪府）

　　　　令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止となった。

　　　　平成30年度の検査結果について、不適正の内容や小型合併浄化槽の実使用人数と

　　　放流水のBODの関係、各浄化槽メーカーのBOD値などについて解析を行い県、長崎市、

　  ①　法定検査結果の解析

     ②　指定検査機関四国地区協議会が開催する研修会へ参加　（徳島市）

　  ②　水質が悪化している浄化槽の 改善事例のデータ蓄積

　　   引き続き改善事例のデータ収集に取り組むとともに、下記の講習会で協会 の調査結果である

　  　「ばっ気停止から回復までのBOD数値差及び立ち上がりまでの検証」及び、平成31年度の

　　　法定検査実施状況等を報告した。

令和2年12月4日

令和2年12月4日

令和2年12月11日

開催日 開催場所 講習会内容（当協会の対応）

西彼保健所
関係事業者に対して、法定検査実施状況（不適正の内容及び
ＢＯＤ検査結果）について説明
また、メーカーより講師を招いて、新型浄化槽について説明

講習会 対馬保健所

関係事業者に対して、法定検査実施状況（不適正の内容及び
ＢＯＤ検査結果）について説明
関係事業者に対して、施工、点検、清掃上の注意点について
説明

諫早市商工会議所
関係事業者に対して、法定検査実施状況（不適正の内容及び
BOD検査結果）について説明
また、メーカーより講師を招いて、新型浄化槽について説明
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１２   省エネ型浄化槽システム導入推進事業

　 　　としてチラシの配付を行った。

　　　     ブロワーについての役割や作動状況の確認方法など、管理者にも認識してもらうことを目的

　　　　①　農地転用許可（大村市）

    　①　検査に関する詳細情報の提供

　　　　検査結果書の見直しについては、新しい検査結果書のフォームを作成した。

１４   検査結果書の見直しの検討

１１　浄化槽普及啓発事業及び情報の提供

１３　検査済ステッカーの見直し

　　　　令和3年度から検査済ステッカーに清掃月日を記入できるよう改善した。

　　　　　本所事務所の移転・新築について、令和2年度に完了した業務は次のとおり。

　　  　　令和2年12月4日　対馬保健所管内の浄化槽講習会へ講師を派遣した。（再掲）

　　　　②　土地開発協議（大村市）

　　　　③　移転予定地の所有権移転登記

　　　　④　新事務所建物基本設計・実施設計（(株)溝上建築設計事務所）

１０　 本所事務所の移転新築

　　  　ついてホームページ上で公表した。

　　　 あり、全ての補助事業が採択され工事も完了した。

　　    令和2年度は、51人槽以上の既設合併処理浄化槽の付帯設備の改修が目的であるタイプ１で

　　　 　本事業の対象となる浄化槽の管理者に対して事業の周知を図った。（1,733基分）

    　③　自治体が主催する環境等のイベントを活用しての啓発

　    ⑤　浄化槽の適正な管理を促すチラシの作成・配付　（参照資料5）

　　  　　参加を予定していた「いさはやエコフェスタ」（例年10月に諫早市で開催）は新型コロナ

　　　　  令和2年7月17日に五島市の県立五島高校で開催した。　（参加人数17名）

　    ④　環境教育講座の開催

　　　　ウイルス感染拡大防止のため開催中止となった。

　　　 3件、 60人槽以上の合併処理浄化槽の本体交換が目的であるタイプ2で3件の計6件の申請が

　    ②　行政等が主催する浄化槽講習会への講師派遣

　　     　法定検査実施地域の年間スケジュールの情報や浄化槽の設置状況及び法定検査結果等に

令和2年12月4日 （再掲）

令和2年12月4日 （再掲）

令和2年12月11日 （再掲）

平成31年度の不適正及びBODの結果について

対馬保健所管内浄化槽講習会

県央保健所管内浄化槽講習会

西彼保健所管内講習会

平成31年度の不適正及びBODの結果について

平成31年度の不適正及びBODの結果について
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